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６月 29 日（月曜日）、生活保護の不正受給事案として、本市が郡山警察署に告訴していた生活保護  

受給者（現在は、生活保護停止中）が、詐欺罪の容疑で同署に逮捕されました。 

被疑者（40 代女性）は、生活保護受給中に必要な申告を適切に行っていなかったものです。 

 不正受給は、単に違法行為にとどまらず、生活保護制度の運用の根幹に関わる行動であり、厳正な  

対処を要する事案です。 

 本市として、生活保護制度の適正な運用につとめます。 

 

・告訴に係る被害額 3,023,388円（平成 29 年 7 月分から令和２年１月分の保護費） 

 

令和２年７月 20 日 
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生活保護費の不正受給者の逮捕について 

 

 


